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（％）
【福祉・介護・医療の分野を選択しなかった理由】

（複数回答） （平成２7年）

【出典】社会福祉振興･試験センター「平成27年度社会福祉士･介護福祉士就労状況調査」

※介護福祉士の資格取
得者で、現在福祉・介
護・医療分野の仕事をし
ておらず、過去にもその
分野の経験がない人に
対する調査
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介護分野 （１．現状と課題）

介護分野のさらなる人材確保に向けて①

入職拡大・定着促進のためには、職場としての魅力を高め、イメージアップしていくことが必要
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※介護福祉士の資格取得者で、現在福祉・
介護・医療分野の仕事をしていないが、過去
にその分野の経験のある人に対する調査

介護業界として雇用管理改善の成果を見せていくことが、入職拡大・定着促進につながり、介護のイメージも引
き上げていきます。

職場のマネジメント強化に向けて

【過去働いていた職場を辞めた理由】
（複数回答） （平成２7年）



介護分野 （１．現状と課題）

介護分野のさらなる人材確保に向けて②

職員数が20～30人の規模を超えると、賃金・雇用管理について明文化・制度化を進めないと職員の不安や不
信、不公平感等を招き、人材の離職につながるケースが多くなることが推測されます。他方、導入・整備した制度
をうまく運用するためには、組織と個人の信頼関係維持・向上の方法を規模に応じて工夫することや、制度を運用
する管理職やリーダー層のマネジメント力を高めていくことが重要です。

介護職員の離職率は、離職率が高い事業所と低い事業所との二極化が見られるとともに、小規模な事業所に
おいて、その傾向が顕著です。また、規模の小さい法人ほど、賃金・雇用管理に関する制度整備が進んでいない
傾向も見られます。

中小法人による雇用管理制度の導入・運用を支援し、離職者数の抑制を図ることが必要

【法人全体の職員数別制度導入状況（平成28年度）】
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【出典】 (公財)介護労働安定センター「介護職員の賃金・雇用管理の実態調査」（平成２８年度） ２

中小法人における雇用管理制度の未整備

【離職率階級別にみた事業所規模別の状況】
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注１) 離職率＝（１年間の離職者数）÷労働者数
注２）離職率の全産業平均１５．０％（平成28年 厚生労働省「雇用動向調査」より）
【資料出所】 (公財)介護労働安定センター「平成28年度介護労働実態調査」
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介護分野 （１．現状と課題）

介護分野における人材不足の現状

【有効求人倍率】

【出典】厚生労働省「職業安定業務統計」

（注）介護関係職種とは、「福祉施設指導専門員」、「その他の社会福祉専門

の職業」、「家政婦（夫）、家事手伝い」「施設介護員」「訪問介護職」。
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【従業員の過不足状況】

【出典】（公財）介護労働安定センター「介護労働実態調査」（「不足している理由」は平成28年度）
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不足感合計
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（※事業主に対するアンケート調査）
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【離職率の推移】 【離職者に占める勤務年数３年未満の者の割合】
（％）

67.2
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【出典】 （公財）介護労働安定センター「介護労働実態調査」
（産業計の離職率は、厚生労働省「雇用動向調査」） 【出典】 （公財）介護労働安定センター「介護労働実態調査」 ３

有効求人倍率は、雇用情勢が改善する中で上昇傾向にある。また、介護事業主の間では人手不足感が拡大。

離職率は、低下傾向にあるものの、産業計に比べてやや高い水準にある。また、早期離職の傾向も顕著。
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２０１６年度
（平成２８年度）

第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について

２０２０年度
（平成３２年度）

２０２５年度
（平成３７年度）

○ 第７期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要を見る

と、２０２０年度末には約２１６万人、２０２５年度末には約２４５万人が必要。

○ ２０１６年度の約１９０万人に加え、２０２０年度末までに約２６万人、２０２５年度末までに約５５万

人、年間６万人程度の介護人材を確保する必要がある。

※ 介護人材数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員数に、介護予防・日常生活支援総合

事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、

④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

注１）需要見込み（約216万人・245万人）については、市町村により第７期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事業を含む）等

に基づく都道府県による推計値を集計したもの。

注２）2016年度の約190万人は、「介護サービス施設・事業所調査」の介護職員数（回収率等による補正後）に、総合事業のうち従前の介護予防訪問介

護等に相当するサービスに従事する介護職員数（推計値：約6.6万人）を加えたもの。
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国・地域の基盤整備

現状 目指すべき姿

就業していない女性 中高年齢者若者等

早期離職等

介護職への理解・イメージ向上が不十分

将来展望・キャリア
パスが見えづらい

早期離職等

転換

専門性が不明確
役割が混在

就業していない女性 他業種 若者 障害者 中高年齢者

潜在介護福祉士

参入促進 １．すそ野を拡げる 人材のすそ野の拡大を進め、多様な人材の参入促進を図る

労働環境・
処遇の改善

２．道を作る 本人の能力や役割分担に応じたキャリアパスを構築する

３．長く歩み続ける いったん介護の仕事についた者の定着促進を図る

資質の向上
４．山を高くする 専門性の明確化・高度化で、継続的な質の向上を促す

５．標高を定める 限られた人材を有効活用するため、機能分化を進める

専門性の高い人材

基礎的な知識を
有する人材

５

介護分野 （１．現状と課題）

「総合的な確保方策」の目指す姿 ～「まんじゅう型」から「富士山型」へ～



総合的な介護人材確保対策（主な取組）

これまでの主な対策

（実績）月額平均５．７万円相当の改善
月額平均１.4万円の改善（29年度～）
月額平均1.3万円の改善（27年度～）
月額平均0.6万円の改善（24年度～）
月額平均2.4万円の改善（21年度～）

○ 介護福祉士を目指す学生への修学
資金貸付

○ いったん仕事を離れた介護人材への
再就職準備金貸付（人材確保が特に
困難な地域では貸付額を倍増）

○ 介護ロボット・ＩＣＴの活用推進
○ 介護施設・事業所内の保育施設の
設置・運営の支援

○ キャリアアップのための研修受講負担
軽減や代替職員の確保支援

◎ ２０１９年１０月の消費税率の引き上
げに伴い、更なる処遇改善を実施予定

○ 学生やその保護者、進路指導担当
者等への介護の仕事の理解促進

◎ 中高年齢者等の介護未経験者に対
する入門的研修を創設し、研修受講
後のマッチングまでを一体的に支援

◎ 介護福祉士養成施設における人材
確保の取組を支援

◎ 介護ロボットの導入支援や生産性向
上のガイドラインの作成など、介護ロ
ボット・ＩＣＴ活用推進の加速化

◎ 認証評価制度の普及に向けたガイド
ラインの策定

◎ 介護を知るための体験型イベントの
開催（介護職の魅力などの向上）

介護職員の
処遇改善

多様な人材

の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

今後、さらに講じる主な対策

外国人材の受
入れ環境整備

○ 在留資格「介護」の創設に伴う介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生
等の支援（介護福祉士修学資金の貸付推進、日常生活面での相談支援等）

６


